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Ⅲ 取組の評価 

分権時代を先導する議会を目指し、一層の議会改革を進めるため、上記Ⅱ１～４

に掲げた取組について評価を行い、その反省に立った改善に努めます。 

評価のサイクルは概ね年次毎の評価と現議員任期４年間を通した総合的な評価

に大別します。 

年次毎の評価は、常任委員会、広聴広報会議及び特別委員会が中心となって行い、

現議員任期４年間を通した総合的な評価は、議会改革推進会議において検討の上、

検討結果を代表者会議に報告し、代表者会議において決定します。 

それぞれ、具体的な評価方法は次によることとします。 

 

１ 年次毎の評価 

（１）常任委員会による自己評価 

① 評価対象年次当初（５月会議） 

・委員長は、委員会で協議の上、「常任委員会活動計画書」を作成します。 

② 評価対象年次上半期末（９月定例月会議） 

 ・委員長は、９月定例月会議の委員会で、全委員（予算決算常任委員会にお

いては理事）と、当該年次上半期の委員会活動の振り返りを行います。 

・委員長は、振り返りで明らかになった気づき等を「常任委員会活動 上半期

振り返りシート」に取りまとめ、下半期の委員会活動に生かしていきます。 

③ 評価対象年次末（２月定例月会議） 

・委員長は、「常任委員会活動計画 実績書」を取りまとめ、全委員（予算決

算常任委員会においては理事）に報告するとともに、「常任委員会活動チェ

ックシート」による当該年次の委員会活動の評価を依頼します。 

・委員長は、各委員から提出された「常任委員会活動チェックシート」によ

る評価を踏まえ、「常任委員会活動 評価総括表」として当該年次の委員会

活動について評価を行い、委員長会議に報告します。 

・委員長会議は、委員会活動の評価が適切に行われているか確認し、評価結

果を代表者会議に報告します。 
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